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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
令
和
七
年
第
三
回
東
京
都
議
会
定
例
会
の
招
集
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
財
務
局
主
計
部
議
案
課
）…
一

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
設
立
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
一

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
一

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一

公

告

○
優
良
映
画
等
の
推
奨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
事
業
課
）…
二

○
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
理
事
長
の
就
任
…
…
…
…
…

…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）…
二

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
三
号

令
和
七
年
第
三
回
東
京
都
議
会
定
例
会
を
、
九
月
二
十
四
日
に
招

集
す
る
。

令
和
七
年
九
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
四
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
東
村
山
市
廻
田
町
四
丁
目
土
地
区
画
整

理
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
九
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

東
村
山
市
廻
田
町
四
丁
目
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
九
月
十
七
日
か
ら
令
和
十
年
九
月
三
十
日
ま
で

三

施
行
地
区

東
村
山
市
廻
田
町
四
丁
目
の
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

東
村
山
市
久
米
川
町
三
丁
目
三
十
三
番
地
三
十
二

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
九
月
十
七
日

六

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
場
及
び
東
村
山
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
五
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
八
重
洲
二
丁
目
北
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に

告
示
す
る
。

令
和
七
年
九
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

八
重
洲
二
丁
目
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
十
九
日
か
ら
令
和
七
年
九
月
三
十
日
ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
二
番
一
号

平
成
二
十
九
年
四
月
十
九
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
九
月
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
六
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
大
山
町
ピ
ッ
コ
ロ
・
ス
ク
エ
ア
周
辺
地

区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
九
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

大
山
町
ピ
ッ
コ
ロ
・
ス
ク
エ
ア
周
辺
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間
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令
和
五
年
九
月
十
三
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

板
橋
区
大
山
町
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

板
橋
区
大
山
金
井
町
五
十
六
番
九
号
Ｔ
Ｍ
ビ
ル
三
階

令
和
五
年
九
月
十
三
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
九
月
十
七
日

公

告

優
良
映
画
等
の
推
奨
に
つ
い
て

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
上
で
有
益
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と

お
り
推
奨
す
る
。

令
和
七
年
九
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

推
奨
番
号

種
類

名

称

制
作
者
等

推
奨
理
由

四
九
九

映
画

み
ん
な
、
お

し
ゃ
べ
り
！

Ｇ
Ｕ
Ｍ
株
式

会
社

青
少
年
を
健
全

に
育
成
す
る
上

で
有
益
で
あ
る

と
認
め
る
。

防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
理
事
長
の
就
任
に
つ
い
て

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第

二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
池
袋
本
町
四
丁
目
１
・
２
番
地

区
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
理
事
長
に
就
任

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。令

和
七
年
九
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

網
代

洋
子

二

住
所

千
代
田
区
九
段
北
四
丁
目
三
番
三
十
一
号

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


